
議 案 第 ６７ 号

摂津市立学童保育室条例の一部を改正する条例制定の件

摂津市立学童保育室条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。

令和７年１２月３日提出

摂津市長 嶋 野 浩一朗

提案理由

鳥飼小学校及び鳥飼東小学校の統合に伴い、学童保育室を統合するため、本条例を

制定するものである。

摂津市立学童保育室条例の一部を改正する条例

摂津市立学童保育室条例（昭和５８年摂津市条例第６号）の一部を次のように改正

する。

第２条の表摂津市立鳥飼東学童保育室の項を削る。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。


